
令和８年度香川県地震・津波対策啓発動画制作委託業務に係る 

企画提案方式（プロポーザル方式）による公募について（公告） 

 

  次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。 

 

  令和８年６月 11日 

 

香川県知事  池田 豊人 

 

１  公募に付する事項 

(1) 委 託 業 務 名   令和８年度香川県地震・津波対策啓発動画制作委託業務 

(2) 委 託 期 間  契約締結日～令和９年３月 31日 

(3) 契 約 限 度 額   7,100,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(4) 委託業務の概要  「令和８年度香川県地震・津波対策啓発動画制作委託業務 

に係る企画提案のための仕様書」のとおり 

 

２  応募資格 

本業務を的確に遂行するに足りる能力を有する者で、次の各号のすべてに該当する者。 

ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の

下にある団体は、本業務の対象者としないものとします。 

(1) 県内に本店又は営業所、活動拠点を有する法人 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者 

(3) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領（平成 11 年香川県告示第 787 

号）に基づく指名停止措置を現に受けていない者 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続開始の申立てがなされていない者。た

だし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 

① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者 

② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者 

(5) 香川県税に滞納のない者 

(6) 技術及び設備を有し、過去５年以内に本業務と同等の業務を受託した実績を有する

者  

 

３  応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知 

(1) 委託業務応募申込書（様式１）及び応募者概要書（様式２）（応募資格要件に適合す



ることを証明する書類）（以下「委託業務応募申込書等」という。）を下記 10「応募・

照会先」に提出してください。 

  １）提出書類 

   ①委託業務応募申込（様式１） 

   ②応募者概要書（様式２）（応募資格要件に適合することを証明する書類） 

    ③香川県税の納税証明書（未納がない旨の証明） 

ただし、香川県会計規則（昭和 39 年香川県規則第 19 号）第 180 条第２項の

規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者

及び県税の納税義務がない者（任意団体など）は提出不要です。 

２）提出方法 

・①②については、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。なお、電

子メールで提出する場合は、ＰＤＦ形式に限ります。 

・③については、持参又は郵送により提出してください。 

３）受付期間・受付時間 

【持参の場合】 

（受付期間）令和８年６月 11日（木）から令和８年６月 22日（月）まで 

（土・日曜日を除く。） 

（受付時間）8:30～12:00、13:00～17:15 

【郵送又は電子メールの場合】 

（受付期間）令和８年６月 11日（木）から令和８年６月 22日（月）17:15まで 

(2) 委託業務応募申込を提出した者全員に対し、令和８年６月 25日（木）に応募資格の

確認結果を郵送又は電子メールで通知します。 

(3) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。 

   

４ 説明会 

  説明会は開催しません。 

 

５  失格事由 

提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったと

きは失格となります。 

① 提出書類受付期限までに所定の書類（電子データを含む。）が整わなかったとき。 

② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示し

た要件に適合しないとき。 

③ 提案書類に虚偽又は不正があったとき。 

④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。 



 

６ 質問の受付と回答方法 

  質問がある場合は、質問書（様式４）を、公募開始から６月 22日（月）17時までに下

記 10 の「応募・照会先」に持参、電子メール又は FAX により提出してください。（電話、

来訪等の口頭による質問は受け付けません。） 

令和８年６月 25 日（木）に、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答し

ます。 

 

７ 選定方法 

  企画提案内容と見積金額を審査基準（資料３）に従って審査の上、契約予定者を選定

します。審査は書面及びプレゼンテーションにより行います。 

 

８ 契約書の作成の可否 

  要します。 

 

９ 電子契約の可否 

(1) 電子契約を可とします。 

 ※電子契約（契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービス

による電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを

付与するもの）を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。ご利用

にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意し

ていただく必要があります。 

(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候

補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。 

(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 

 

10  応募・照会先 

〒760-8570 香川県高松市番町四丁目１番 10号 

香川県危機管理総局危機管理課 南海トラフ地震・防災企画グループ 寺田 

TEL：087-832-3242 

FAX：087-831-8811 

質問書提出のためのメールアドレス：kikikanri@pref.kagawa.lg.jp 

 

 

 



11  スケジュール 

６月 11日       公告開始 

６月 22日       公告終了、応募申込書及び質問書の受付締切 

６月 25日        応募資格要件の確認結果通知及び質問の回答 

７月 14日       企画提案書及び見積書の提出締切  

７月下旬頃     審査会（プレゼンテーション）開催、審査結果の通知 

  ８月上旬頃      契約締結 

 

12 その他 

仕様書（資料１）、公募実施要領（資料２）、各種様式（様式１～４）は、香川県ホー

ムページ（下記 URL）からダウンロードできます。 

  

（県内・総合情報を見る ＞ ホーム画面 ページＩＤ検索で「61956」 


